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能力生義と日本的特質

とからして,大企業は必要以上の能力を抱えこむこと 

になりがちである。役職制度に並行して，資格制度が 

設けられる_ 由の一^^は，ここfc求められる。

過剰能力を抱えることは，企業にとっては発展のた 

めの余力を持つということになる。 しかし，活用され 

ないと，能ブj は低下するということを迮意しなく也  

ならない。体で覚えた熟練はかなり長期の保蔵に耐え 

られるが，学校教育で習得されるような抽象的知識は 

急速に消失してしまう。給与で厚遇されたとしても， 

急速に低下する能力が代償されるということにはなる 

まぃ。

能力の育成と活用が，人間尊重である。人間主義を 

とれば，企業は労働力を買い取るだけでばなく，人間 

能力の活用を義務づけられなくてはならない。職位と 

能力のバランスを保つには,職種別採用といった措置 

をとる必辱が出てくる。また/ 就職者の伽では，仕事 

ではなくて，会社を選ぶといった態度が是正されなく 

てはならない。育成という面では，企業の教育貴任が 

問題になる。教育をし，やり甲斐のある仕事を！̂供す 

ることが，企業の社会的責任になるのはそう遠v、将来 

ではなかろう。人手不足が本格的なものになり，量的 

だけのものではなく，質的なもの〖こなってくると，こ 

のような方向が次第に開かれてくるのではなかろうか。 

そうでないと，企業は人材を誘引することができなく 

なるだろう。，

自律性に裏づけられない'と，.能力主義は真価を発揮 

できない。自律性を喚起するための最善の道は，参画 

である。結果はたとえよくても，自分が参画しないも 

めfcついては満足しないのが，若い世代の通例に•なっ 

てきている。自律性こそ，彼らにとっての.価値である。 

参画を通して，能力主義は納得七くのもの丨こなる。

. 参画を徹底するには， 目標設定に参与するだけでは 

なく, 業績の自己評細をも可能にしなくてはならない。 

このためには, 人事考課が当人に公開され，それは彼 

の能力開発に役立てられるようなものにならなくては 

ならない。育成と活用に並んで，このような措置がと 

られると, 自己啓绝の道が大きく開かれる。その結果， 

組織のなかの人びとは歯屯的；存在ではなく，それぞれ 

独自の動機を持つようになる。みずからの動機づけが 

可能になることにi って,組織の性格はかつてのもの 

とぼ大幅に遠ったものになる。

参画は上司の権限に属す；るとされていたものを部下 

に譲り波すことを意味する。これが拡大されると，ラ 

イン関係はスタッフ的なものになる。とれはラインが

スタッフ的に行動するということを意味する。かく:て，. 
絰営蕃職能の重点は，命令や監督から助言や教育へ移 

る。かくて，階層的性格は緩和され，組織は柔軟なも 

のになってくる。柔軟というのは，組織が個性め発揮 

を許容するということを意味する。これによって，組 

織は機械的性格を克服して，生物的なものになり，環 

境変イ匕への適応力を強化する。環境に受身的に順応す 

るだけではなく，それに自主的に対応するところに， 

人間組織の特性が求められる。

能力主義の問題点は,を抜擢するかという選辦のむ 

ずかしさよりも，取り残された人びとの士気4D低下を 

いかに防止するかにある。経営者が部下の絶対的忠誠 

を期待することが可能であり, シンボルf c とど童り得 

るならば，’誰でも経営者の椅子に.つくことができる。 

これからして，地位をめぐっての競り合いが出てくる。' 
能力主義を円滑〖こ実施するには，経営者の地位を厳し 

. いものにしなくてはならない。こ'うすると，能力^：自 

信のないものは，自発的に競争圏外へ去る。また，仕 

事に無関心ではな、としても， レジャーやマイホーム 

を楽しもうとする人びとは，昇進を故意に避けようと 

する。この状況においては，年功序列の逆転は素直に 

受け入れもれる。そして，興進したものを羨望の眼で 

見ることがなくなり， 1 人の抜擢が9 人め沈滞を招く 

という事態を回避すること‘ができる。

各人が能力や好みに応じた生活方針を立てるように 

なると，地位をめぐっての無用な摩擦はなくなる。問 

題をビジネスライクに割り切れば，社内の地位格差に 

祌経質にならないでもすませられる。企業を共同体的 

なものとして受け取っていでは，このような割り切り 

方はむずかしV、。との点からしても，経営家族主義は. 
能力主義導入の妨げになる。役割上の違いを身分的な 

ものにするのは，能力主義の時代にふさわしくない。 

人格についての根本的平等を前提としてはじめて，能 

力主義による差別〖こ耐え得る体質ができあがってぐる。

参i i iによる差別という内容を持つ納得づくの能力主 

義は，アメリカ的方式を.越えたところk あ名。それは 

安易な平等観念を克服しそ，真の平等に向ぅ道につな 

がっているはずである。この道をたどることは，モデ 

ルなき前進を意味するものであるといえる。
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『イタリア労働運動史』

この著作は， すセ、にイタリア社会運動史， 「現代イ

タリア史」，「バーミュロ .トリアッティj, 丁アントニ 

才 . グラムシ」などめイタリT 社会主義運動および労 

•働運動史の研究の領域において，先駆的な業績を樹立 

’ された著者のライフ . ワークともいうべき労作である。 

この庞大な研究は，おそらく近年におけるヨーロッパ 

労働運動史研究のなかでも，もっとも注目すベぎもの 

のひとつであると思われるが， しかしこの書を通読し 

て何よりも深刻に印象づけられたことは，同じくョー 

ロッパといっても，たとえば先進国といわれるイギリ 

スや，イタリアと密接な関速にあったフランスやドイ 

ツのそれと比べた場合，何といういちじるしレ、差異が 

あることかということである。まことに労働運動にお 

けるイタリアの途は，それ自体きわめて独自のものが 

ぁり，従ってしばしば，日本とイタリアとは似かよっ 

ているというようぬ;ことを耳にするが，，しかし労働運 

動にかん.していえば，それは全く異なった性格のもの 

である。ここでは，以上のような国際的な広い視点か 

ら，本書について紹介することとしよう。まず本書は， 

'つぎのような内容から成り立っている。

序論イタリア資本主義の成立 

I 最初の労働者組織’ 、

I I 国際労働者協会と社会民主同盟 

I I I 社会主義運動の開始 

I V アナーキズムの勝利と敗北 

V 労働者政党の誕生 

V I イタリア社会党と労働評識会 

V I I 社会主義の凋落 

V I I I 改良主義♦举命的サンディ力リズム

IX “赤&週間”前後の情勢

X I’オルディネ.スオーヴォ』誌と工場協議会 

X I 工場占領

X I I イ タ リ ア 共 産 党 の 創 立 •
X I I I 統一戦線の朱敗とフy シズムの交配 

X I V リ ヨ ン •テーゼ

X V 社会党•共産党の行動統一協定 

X V I 反ファシズム抵抗運動 

X V I I 反ナチズム蜂起的総罷業 

- X V I I I 共和国憲法の成立 

XIX .構造的諸改良の路線 

あとがき

この目次をみれば明らかなように，本 書は「労働運 

動J について語るよりは，より多く社会主義運動,すな 

わち社会主義政党®運動について書き記しているよう 

に思われる。’一体これは何故であ令うか6 ..わたくしは, 
著者の問題認識のなかに, イタリアの労働運動が，社 

会主義政党の運動ときっても.きれぬ関係に.あるとい.う. 
強烈な把握が根強いということを感じなぃわけにはい 

かない。事実こうした認識は，イタリア労働運動の姿 

を忠実に反映したもの^:思われるが，イ_タ.リアでは何 

故に，かくもイデォロギ一 闘争が労働考階級の運動を 

主導しつづけて今日に至ったのかという点についての 

われわれの理解は今もなお明確ではないように思われ 

る。筆著はこの点を基本的な問題意識として，本書に 

即して，ブタリァ労働運動におぃてもっとも基本的な 

問題と思われるつぎの諸問題につき考察しT みたV、と 
考える。

まず第1 に，初期のイタリア社会および労働運動に 

おけるマルクス主義と無政府主義との関速，つぎに第 

2 に，イタリア資本主義の本質を規定するものともい 

ラべき南部問題とこれと必然的に絡み合うところの北 

伊労働者と南伊農民との提携，いわゆる労農同盟の問 

題，第 3 に 1910年代から20 年代にかけてのイタリア 

共産党の成立と新しい麥命理論の創出，第 4 に，ファ’シ 

ズム政権の成立と銃一戦線の問題，とくに，ファシズ 

ムを前にしての共産党と社会党との統一行動とこれに 

たいするコミンテルンの態度とのさまざまな矛盾，そ 

して最後に，第 2 次大戦中および戦後における反ファ 

シズムおよび反ナチズム抵抗運動と構造的改曳の問題 

であろう。このほかにも問題は少くないが，以上の問 

題整理の上で，もっとも重要な問題は何かといわれる 

ならば，いうまでもなく，第 3 の問題, すなわち，社 

会党および共産党とのきわめて困難であった統-/行動 

にかんする諸章であろう。従って，この問題を中心と 

L て，著岩の論点についてふれ，筆者の見解をものべ 

ることにしよう.
まず，イタリア労働運動におけるアすーキズムの勝 

利についてふれる場合に，そ;f tが何故に/ マルクス生 

義に対抗して，労働表階級の間に根を下すどとができ
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たのか。この点は大きな問題であろう。そのひとつの 

理由として, 労働者の組織が非常に脆弱で. たとえば，

イギリスにみられたよう-に，19世紀前半から後半にか 

けてすでに強固な她れunionが成長し,熟練労働市 

場が全国的な規模で形成されたのとは根本的に異なっ 

X いた点が特徵的である。1 8 40年代に ,「イタリア職 

エ連合j なる組織が結成されたのであるが（2 9裒)，

それはマッ:ツィ 一二の「青年イ.タリ_ア」の運動の一部 

門としてであったのである。しかしこれは労働組合と 

いうにはあまりにも微弱な連動セあり，むしろはじめ 

はマッツィ 一二の影響下にあって，相互扶助的組合と 

して誕生をみたのは. 1850年， トリ ーノにおいて，サ 

ルデ一二ャ主国内に散在する組織を糾合した「トリ一 

ノ職工協会」であった（3 1頁レ最初は相互扶助的な 

組合め連合組織として発展したこの団体は，一方にお 

いで本来め労働組合として労資協調の路線の上で職業 

的利益の追求を行いながら， ミ•ラノにおける第8 回大 

会以後，：イタリブ統一を，この組織f c よっておしすす 

め,普通選挙を実現しようとする民主派とイタリア統 

一 を 「王家のもとにj 統一しようとする r国民協会j 
を中心とする保守的な自由派との対立を中心として発 

展した》やがて民主派がこの運動の主動権を掌握する 

のであるが，同時にその時期すなわち1 8 6 0年代は，

マッツィ 一二の提起した国民的統一と普通選挙が，運 

動の目標として定着し，民族独立の思想が明確に労働 

者階級によって意識されていく過程において，マルク 

スの第1 _インタ一ナツ:ョナルの週勤とバクーニンのア 

ナーキズムが，相前後して深刻な影響を与えはじめた 

ことによって，民族主義をめぐって社会主義とアナ一 

キズムが複雑な姿勢を示すこととなったのである。マ 

ルクス主義は何故に，初期の段階においてイタリアに 

おいて勝利をしめることができなかったかは，つぎの 

点にあると思われる。⑴すでにみたように，国内的統 

一の不充分と労働者陪級の未成熟，⑵資本主義発展の 

後進性のために，労資の対立が明確な形では現われな 

かったこと。⑶南部間題にみるように，マルクスの理 

論をもってしてもその解放の途が容易に見出しえない 

ほどの絶望的貧困の状態。

マルクス主義にみられる解放の理論は，労働力が極 

度に商品化され，資本 •貨労働関係が明白な対立関係 

を通じて社会全体を赏く資本主義社会，具体的には, 
イギリスを想宠して構想され，社会変革の担L、手は, 
あぐまでも近代的プロレタリア“ トとして把握してい 

るのに反し, I 8 6 0尔代めイタリアにはそのような諸
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条件の成熟が充分でなく，社会変革の担ぃ手は，むし 

ろ知識人や知的なェリートの課題として最初はあらわ 

れたことが印象的である。イギリスでは，マルクスと 

ともに第1 インターナ 'ンg ナルの連動に積極的に参加 

した人々のほとんどが，労働組合主義者であったのに 

反し， イタリアでは， 60•午代の社会主義運動の開始 

にあたって，そのような現象はほとんどみられなかっ 

たことに注目しなければならなぃ。このことはまナこ, 
社会主義運動と労働運動との相異およびその相互関速 

が正しく把握きれず， のちに大きな影響を及ぼすこ 

ととなるのである。 r V 労働者政党の誕生j および 

rV I イタリア社会党と労働評議会」をよめば， この ' 
点につぃその多< の例詆を見出すことができるし，こ 

,の両者の差異が明白に区別され’るに至づたのは，1890, 
年代であって，この点につV、て著者は適切につき*のよ 

うにのベてぃる。「9 0 年代後半の経済惑化と統治の無 

能力とぃう危機の進.展は，同時に社会党と労働評議会 

の変化の進埗でもあった。のちにのべるが,ファッ、ン 

• シチリアーナ事件をはじめとして，年を追うごとに 

各地に多く爆発する叛乱なぃし暴動を通じて，政党活 

動と労働組合活動とはしだV、に明確に機能をわけあづ 

てゆく」（152冥)。

イタリT 社会主義運動におけるバクーニン派の庄倒 

的な影響そしてアナルコ•サンディカリズムとぃう形 

での労働運動の展開は，南部を中心とする深刻な農業 

問題と深ぃかかわり合ぃをもってぃる。そしてこのよ 

うな状況のなかで，イタリア資本主義における南部問 

題の重要性を強く意識し，これをマルクス主義の立場 

から理論的に把握し， イタリアにおける解放への途 

を指し示したのは， アントニオ* グラムシ (Antonio 
Gramsci)であった。南部農業地帯め収奪の上に立つ北 

部工業地帯の繁栄を前提として，プルジョアジーの労 

働者階級にたぃする貨金および労働条件の面での譲歩， 

労働組合の_ 由などの形での社会改良策にあらわれた 

ジョリッティ (Giovanni Giolitti) の政策に対す多社佘 

党の妥協，そしてこれに対して，主として南部出身者 

の知識人によっズ指導されたサソディカリズムめ潮流 

との対抗関係は，1900年から 1 0年にかけてのイタリ 

ア資本主義の危機を媒介として深化するのであるが， 

これは,.帘部の煨業労働者と北部工業労働者の対立を 

誘発する。こめような危険次傾向にたいして，Antonio 
G rainseiは，「真の意味でのリソルジメントを完成し， 

たんに領土を統一しただけでおわったブルジジ一 

プロレタリア一トカt完成するため•

に，南部問題を国民的土台の上でその歴史的諸側面を 

追求し，本命の問題と結びつけ，この視点から問題を 

提起したのであった。イタ リアにおけるマルクス主義 

が , 特殊な性格を刻印されているのは，イタリアに特 

肴なこの南部問題に対する独特の姿勢に起因ずる6 み 

ならず，イタリア•ファシズムの発生も.，. この南都の 

貧困を土合とし:t：大きな力を振るうに茔ったサンディ 

力リズムがら派生したとV、う事実を考えるとき，イタ 

リアの労働運鈾が，冒頭に指輪したように, 苹-命的な 

政治運動と何故にか < も密接に結びつかざるをえない 

かが-わかるような気がするs
このような結果として，イタリアにおける統一戦線 

の問題は, 他国p それと比較してきわめて異なった様 

相を呈する。もちろん，南部農業地帯と北部工業地帯 

の矛盾は，たんに彳タリアめみに'とどまらず，帝制ド 

イツのエルべ河以東の農業地帯と西部の工業地帯と0  
関係においてもみられたところである。 しかしドイツ 

とイタリアどでは，条件は全く異なっていた。 ドイツ 

の場合は，19世紀末期に至って，相対的にその地位を 

低下させつつあったとはいえ，東ゴ•ルべのユ'ノ力一は 

ビスマルク失脚後もなお強大な権力を保持し，帝制の 

崩壊時まで支&階級の重要な支柱であった。 ところ 

が，イタリ7 の場合，南部農業地帯はイタリア資本主 

義の再生構造め上で，国内市場としての重要性をもた 

ず，従って政治権力構造の上でもさして重要な地位を 

しめていなかったぃとのことが，統一戦線における両 

者の差異を決宠的に規定するのである。

すなわち，1 9世紀末から20世紀にかけて強大な独 

占資本主義の成立をみたドイツは，矛盾の深まりにも 

.かかわらず，労働者階級の政党としてのドイツ社会民 

主党の分裂に乘じて，右翼社会民主主義の勢力の伸張 

を助け，第 1 次大戦後の全般的危機の状態のなかで， 

ごの社会民主党政権が危機を切り抜けるのfc成功する《 

そしてこの政権がやがてナチズムへの橋わたしをする 

のであって，ここではたしがに，社会民主主義が社会 

ファシズムに転イ匕する傾向が濃厚にみられた’。ここで 

はたしがに社会民主党右派は，明らかに労働運動に敵 

対するものとしてあらわれ，社会民主党と共産党との 

統一行動は望むべくもなかったのである。しかしイタ 

リアの場合は，状勢はやや興なっていた。 ドイツとば 

逾って社会党が堪独で政権を担当したことはなく，フ 

ァシズムの鉴盤となったのは南部の農業地帶を中心と 

する農段および小市说階級にテこいして，北部の工業労 

働港によって支持曆としてもっていたのであり，社会

党丨自身のうちがらファシズムを也み出したのではなく， 

むしろその母胎はサソディカリズムであったご•とは,
ム ッ ソリ- • ニ の行動をみても明らかであろう。また反 

ファ、ンズム闘争において，もっとも勇敢に閼い， 7 ァ 

シストの凶暴な犠牲となったひとり， マテオッティ 

(Giacomo Matteotti) ■を想うとき，：彼が社会党の右派に 

厲す名統一社会党の書記であったという事実は，何を 

物語るものであろう力N いう.までもなくそれば,ドイ 

ツ社会民主主義とイタリア社会民主主義の差異である。 

このような認識の上に立つならば，社共の統一戦線は， 

イタリアとドイツとでは異なった条件の下に展開され 

なければな..らなかったことはいうまでもない。.ところ， 

が，コミンテルの指導は，このような状勢の差異を正 

しく,認識することができなかったところに大きな問題 

があった。「X I V リヨン . テーゼJ は，この点につい 

て，まことに興味ある資料を提供する貴重な一節であ 

る。. . .
とくにイタリアにおいて,は，社会党P 反ファシズム 

闘争がきわめて逞しく，このことを正しく把握し，社 

共© それぞれの自主的JLつ対等の立場f おI 、て銃一行 

動が構想されるべきであり，コミンテルンもイタリア 

におけるドイツとは異なったこのような条件を認識し 

てこそ，反ファシズム闘争fこ対する正しい指導方針を 

打ち出すことができたのである。ところが1920年代の 

段階においては，コミンテルンはこれらの事情を理解 

することができなかったのである。その結果として， 

社会党の共産党への合併吸収という政策をうち出した 

のである。もちろん，この株定はやがて修正され，幾 

多の曲折をへたのち，1934年に*フランスにおいて社 

共行動統一協定が調印されたのであったが，統一戦線 

というもののもつむずがしさを，われわれに改めて感 

じさせるのである。統一行動が，一党にたいする他党 

の完全な征服の上ではなく，双方の平等の立場と相互 

の原則の承認の上丨ここ.そはじめて成功しうるものであ 

ることを，イタリアめ労働沓階級は示したのであり， 

戦後の構造的改良の政策も,この辛酸にみちた歴史的 

経験ののちに，はじめて編み出されたのだといえよう*
以上，きわめて豊かな内容を4づ本書から，筆者が 

よんで感じたことを中心として，理論的整理を行って 

みた。本書は叙述的部分が中心であるため，理論的な 

分析が少ない点がやや残念であるが，これはむしろ著 

渚が，扉或をして語らしめるという実証史学の立場を 

とっているからと思われる。ことで筆者がとり上げた 

問題は，著者がその豊窗な実紙をもってわれわれに示
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唆したもののほんの一部にすぎない。われわれは，著 

者がその「あとがき」 にのベているように，「本書を 

一つの基石として，このなかにふくまれているさまざ 

まの問題を，拡充し発展させて」いくことこそが課題 

なめだという感を深くする。この蕪雑な紹介の筆をお 

くにあたって，学問的研鑽にあくことなき情熱を燃や 

される著者にたいし，深い敬意をあらわすもの七.あ 

るo
(青木書店* 1970年刊 . A 5 • 452頁 + 2 6 頁 ，2,000 

円）

飯 田 鼎

ゴ一 ドン• リード著

『財 政 統 制 の 政 治 学 一 - 下院の役割』

Gordon Reid: The Politics o f Financial Control.
T’ie Role of the House of Commons, Hutchinson
University Library, London 1 9 6 6 ,176 p.

c n
「議会による国庫の統制， これはイギリスの憲法の 

基本的厚則の一つとして主張されてきたものである。

 しかし，この表現は，現代の産業社会にあっては

一つの謎である,j この基本原則は， 執行権力の優越 

を拘来しようとする代議士達の願望の表現であるとし 

ても，規模と作用の両面において巨大なものとなって 

いる政府の財政政策のもとにあっては. この原則の文 

字通りの適用は，敏速にして積極的な，そして一貫性 

のある政府における決定作成に対する一大脅威をなす 

であろう。それならば，この表現は，現代の経済的諸 

条件において何を意味し，今日のイギリス政府におい 

て何を意味するのであろうか？ (p. 9)
ここで取上げるリードの書物は，このような疑問の 

提起をもって書きおこされている。ここから察せられ 

るように，本書が主眼目とするのは，イギリス議会の 

最も重要な機能の一つ， 「議会による財政の統制j の 

実態を明らかにすることであり. 「現代の産業社会に 

おける代議制識会の役割と，私が讓会政治と呼ぶとこ 

今の過程」とについて間題を提起することである（序 

文 P. ?)。

〔i n 〕
<1 > 本書は6 章からなる。第 1 章 は 「財政に関す 

る議会での手続きのミステリー」 と題されている。こ 

の手続きという言葉で意味されているのは，議会にお 

ける慣行， 讓事規則 Standing O rd ers,および，種々 

の法律の三つのものの複雑な‘合成物の .ことであり（p. 
17)，ごの点に研究の出発点を求めているところに‘ u 
^ ドの独特な問題意識を見ることができるであろう。 

第1 章では， .リードは，_ 事手続,のルールの .内容』に 

は立入ることをせず，：その変遷の契機となった執行府 

と立法府夕関係の変化，立法府内における権力のバラ 

ンスの変動に着目する。 • .
19世紀末以前の，政党が未だそれほど「闘争のため 

の陣営」化していない状況のもとでは，下院における 

議事手続きの変吏は，下院全体で，っまり，政党の個 

別的利害を越えて超党派的に姐理されてきたのに対し 

て，世紀末の普選制確立を契機とする政治の「大衆 

化」， 政党の変質が進むに従って，讓事手続きの変更 

は下院自体の問題として処理できな‘ くなり，政府の侧 

からのこれにっいての介入が見られるようになり，政 

治問題化するに至る。 しかし, 政治化した_ 事手続き 

問題で対立するのは, 与党対野党ではない。与野党:の 

幹部議員Front-belichers対与野党の陣笠議員達がick- 
benchersなのたV 議会における与党の指導者達は，政 

府への拘束を強めるようなしかたで下院の権力を昂揚 

させることに消極的であるのは当然として，野党の指 

導者逹も，野党の他の誰よりも政治権力の門口に近い 

所に立っ者として与党指導者と同様に消極的たらざる 

をえない。与野党の陣笠_ 員達は,少数党のメンバー 

達と共に，行政を手;c ックするための討論の櫸会を拡 

•張することを求めて，手続きの改革に積極的に対処し 

ようとする。手続き問題をめ.ぐって，与野党の幹部讓 

員達は立法一行政関係を行政に有利にt 陣笠議員達汰 

立法に有利に働くように改革しようとするのを見るこ 

とができる。この意味において，下院の手続きの改革 

は， 「政府の i n s と outs」という関係ではなく， 「拖 

力 の i n s と o u t s jという関係において把握 . 考察*
れねばならない，とリ一ドは主張するのである（p, 27)。
立法府に対する行政府の優位の実現，議会の死滅， 

官僚制の勝利とい々た指摘は最早目新しいものではな 

いか，この傾向的発展を促進したのは> 政党における 

數頭制玄配の貨撤であった，といってょぃであろぅ。

19世紀末以来の全院委員会制度を中心とした財政上の

8 8 ( 7 0 4 ) ------
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立法過程で，議Mの-討論が制限され立法上の自由が拘 

束されてゆくのは，このために他ならない。 Lかし他 

面では，立法府の地位の低下.政党寘頭制の支配に対 

して，陣笠議員の側からの抵抗が展開される。陣笠議 

員の叛乱 ,te(；k-bencher’目revolt ■と呼ばれ;6 .一ものがそれ 

’ であり，寧会の財政統制機能についていえば，この叛 

乱の所産として，特別委員会による統制という新たな 

局面が切り開かれることとなるのである。

議会による財政铸制は， リードによれば，上記のよ 

. うに，財政の立法過程によるものと，特別委員会によ 

るも9 とに大別され (p‘ 1 4 3 ) ,前者が第2，3，5 の各 

章で考察され，後者は第4 章で論究されている。第 2 
章では，財政に関する議事の手続きを，かって下院書 

記の任にあったキャンピオンSir Gilbert Campionの 

整理g 従って4 っのルールに要約して，その起源，歴 

史的変遷，現代におけるその役割構造が考察ざれてい 

る。第 3 章では, これを受けて，特に歳出の統制の実 

態が，第 5 章では，歳入の統制のそれが論究されるこ 

. とになる。

〈2> .さて，.キャンピオンの4 つQ ル一ルとは，大 

要次のようなものである。第 1 ，財政に関する発講権 

は国王（およびその委任を受けた大罔）にのみあるa 第 2 , 
財政上の負担に関する議案はすべてあらかじめ全院委 

員会において審議される。第 3 ,財政上の授権や承認 

は立法化されてはじめて有効なものとなる。その発議 

は下院におI 、ておこなわれ，同一会期内にその手続き 

を完了する。第 4 ，財政に関する議事の各段階のあい 

だには，時間の間隔をおかねばならない。以上である 

これらのル厂ルの作用の変遷を要約して， リー’ドは 

次のように述べてI 、る。‘ 第 1 のル一ルは， 1■財政上の 

立法過程における政治を拘束す'るもの」として働くよ 

うになってきた，っまり，財政に閑する事柄において 

陣笠議員の側での発讓権を制_ することになる。第 2 
〜 4 のル一ルは，表向きは，種々の理念の衝突を奨励 

し, 代議制_ 会における自由な妥協の過程を促進する 

ように仕組まれている。 しかし,これらが現代におい 

て適用されるとき，ことに I8 3 2 年以来，あるいは一 

層顕著には大衆統合政党の発展以来，第 1 のルールは 

その拘刺勺性格を一層強化する一方，他のルールも， 

意図された民主的効果をうばわれるに至っている。 

Front-benchers が権力を獲得し，' Back-benchers は敗 

退したのである（p. 34〜5)。
これらの手続きル“ルの歴史的変遷としてリ一ドが 

論ずるところをここに西現するのは措くとして， リー

ドの所説に特徴的と思われるものを以下に指摘してお 

きたぃ。

く3 〉 前記の要約からも明らかなように「国主が 

要請し, 下院は授権卜上院はこれに同意する」とV、 
う,政府と議会9 財政:U p 関 係 (P. 3 6 )が，政府による 

財政上の提案権の排他的独占，議員の立法上の権利の 

制限といった関# に推移してゆく契機は，I9世紀中葉 

乃至後半の政治上の変化に求められている。 リ— ドに 

よれば， この契機とは. r民主主義j の拾职に他なら 

ない。r社会改革への恐怖j， あるいは，.，「有産者と有 

識者を犠牲にして政治権力が愚かな大衆の手片投げあ 

たえられるj ことへの恐怖がイギリス貴族層を支配す 

るに至ったことこそが，との変化の発端を開かしめた 

のである（P.39)。事実， 「こ の （1 9 ) 世紀の初_にお 

ける政治行動の規範であった“平和と緊縮，* が，社会 

的疋義と貧困の緩和への叫びにとって代られた」 と 

き，「人苠の代表者達は，抑制者たることをやめて（公 

共）支出に拍車をかけ始めたのである」（p. 67) . この 

ような政治的環境の変化のなかで， 1852年と 6 6 年に， 

第 1 のル，ルに関する議事規則は,陣笠議員の立法上 

の権限を拘束する方内へと修正されていった。それは， 

立法府支配の強大な権力を執行府にあたえることを;意 

味し，言葉を換えれば，議会における政治過程,従っ 

て，政治家，政党および田力集団への不信を宣言する 

ものであった（p. 42〜4)。 -
こ0 際重要なのは，現代において問題となる政党は， 

単に政治家の集団とV、ったものではなく t 黨頭制支配 

のもとに成异つ規律ある政党だ，ということである。 

そして，このことと，執行府による立法府の権限の拘 

束とが，実は表裏一体の関係にある，というととであ 

る。第 2 のル一ルにレ ' う全院委員会とは，下院の_ 長 

を除く全議員によって溝成されるもので，，歳出要員会 

Committee on Supply と歳入委員会 Committee on 
Ways and M ean sとを指すが，財政に関する議案はす 

ベて，この全院委員会においてあらかじめ密議すると 

いうのが，ィギリス讅会における伝統的な憤行であっ 

た。成立の当初においては，国王の介入を排して自由 

な条件のもとで財政上の議案を審議するというのがそ 

の趣旨であったが，現代においては/ この第2 のル一 ’ 
ルは，全院委員会の議水運営の複雜な仕組みをとおし 

て，_ 笠議員達の修疋（ことに談定费歳出予筧の沿額を結 

來するよ5 な修iF .)提案を不可能h する役割を果たす。 

執行府はこのようにしで立法府を統制し, 同時に,幹 

部識員逹は，小規模の•升:公開の委員会での骓議にくら
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